
　第１表

　　　　                                                                                       2025 年
サービスの種類　FTTHアクセスサービス（自己設置）

事業者名

10Mb/s 100Mb/s 200Mb/s 1Gb/s 10Gb/s 100Mb/s 200Mb/s 1Gb/s 10Gb/s
北海道 0 98,416 182,641 486,637 12,096 779,790 133,330 23,188 164,957 3,838 325,313 1,105,103 59,593
青森県 0 25,100 53,353 136,622 0 215,075 9,013 2,356 17,177 0 28,546 243,621 25,352
岩手県 0 30,038 59,778 142,720 0 232,536 14,325 2,200 17,485 0 34,010 266,546 21,297
宮城県 0 43,222 95,037 218,555 9,352 366,166 53,789 8,996 69,389 2,096 134,270 500,436 31,218
秋田県 0 26,684 50,082 101,170 0 177,936 7,790 1,421 11,800 0 21,011 198,947 21,519
山形県 0 32,276 53,175 112,318 0 197,769 9,017 1,650 14,974 0 25,641 223,410 24,484
福島県 0 56,260 84,724 208,936 245 350,165 21,443 4,381 37,329 40 63,193 413,358 50,740
茨城県 0 60,018 112,448 323,731 4,827 501,024 30,822 7,536 59,590 581 98,529 599,553 25,696
栃木県 0 42,416 75,378 197,826 3,304 318,924 15,855 5,575 43,611 507 65,548 384,472 8,874
群馬県 0 56,645 85,779 213,750 5,363 361,537 16,235 5,432 45,494 595 67,756 429,293 1,278
埼玉県 0 119,636 217,902 581,349 62,648 981,535 202,993 20,926 180,131 9,070 413,120 1,394,655 5,677
千葉県 0 104,912 202,910 512,383 45,491 865,696 169,556 26,320 200,156 9,381 405,413 1,271,109 15,952
東京都 0 194,039 344,050 930,185 102,319 1,570,593 766,834 107,193 829,442 42,039 1,745,508 3,316,101 4,416

神奈川県 0 129,505 251,740 667,819 68,203 1,117,267 349,994 46,066 352,950 17,137 766,147 1,883,414 0
新潟県 0 55,119 104,697 223,107 4,950 387,873 24,216 5,423 36,942 498 67,079 454,952 13,880
富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 0 22,802 35,923 85,845 197 144,767 10,547 2,322 21,062 66 33,997 178,764 2,575
長野県 0 51,108 80,263 206,048 477 337,896 22,329 4,471 36,941 70 63,811 401,707 12,176
岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合      計 0 1,148,196 2,089,880 5,349,001 319,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,906,549 1,858,088 275,456 2,139,430 85,918 0 0 0 0 0 0 0 4,358,892 13,265,441 324,727

事 業 者 数： 契   約   数：

事 業 者 数： 契   約   数：

　            最大
              速度
 都道
 府県

小計 小計 ＩＲＵ

様式第８（第２条第１項関係）

電気通信役務契約等状況報告
都道府県別態様別最大速度別契約数

態様

区分

合計
共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるもの以外のもの 共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるもの

東日本電信電話株式会社

　3　月　31　日　現在

   10　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

　 ５　最大速度とは、契約約款等に定める最大通信速度をいう。

　 ６　地方公共団体からＩＲＵ（Indefeasible Right of User：破棄し得ない使用権）により調達した設備によりサービスを提供している場合には、「ＩＲＵ」の欄に契約数を再掲すること（毎報告年度末時点の契約数を報告する場合に限る。）。

   ７　注２及び注４に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。

   ８　「都道府県」の欄に記載する都道府県の順序は、日本工業規格都道府県コードの番号の順序によること。

   ９　記載する都道府県及び最大速度の数に応じ、項及び欄を適宜増減すること。

　３　他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合であつて、提供する卸電気通信役務が他の電気通信事業者から提供を受ける卸電気通信役務の場合（共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を
　　含めて提供を受ける場合に限る。）には、当該提供する卸電気通信役務を受けて他の電気通信事業者が提供する契約数を自らの契約数として含めないこと。

　４　共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるＦＴＴＨアクセスサービスを提供する電気通信事業者以外の者に対し、当該ＦＴＴＨアクセスサービスを提供する場合には、当該者の当該ＦＴＴＨアクセスサービスに係る契約数を自らの契約数として報告すること。
　　ただし、当該者の当該ＦＴＴＨアクセスサービスに係る契約数を把握していない場合には、当該者が当該ＦＴＴＨアクセスサービスを提供する共同住宅等内の最大戸数を自らの契約数として報告することとし、「参考事項」の項にその旨を記載すること。

注１　光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置して提供するＦＴＴＨアクセスサービス及び他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続して提供するＦＴＴＨアクセスサービスごとに別葉とすること。

　２　他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合（共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含めて提供している場合に限る。以下この様式において同じ。）には、当該電気通信事業者が当該卸電気
　　通信役務を受けて提供する契約数を自らの契約数として含めること。なお、当該電気通信事業者の契約数を、当該電気通信事業者の各契約者の住所に基づき都道府県別に把握できる場合には、当該都道府県ごとに自らの契約数として含めることとし、当該電気通信事業者
　　の契約数を当該都道府県別に自らの契約数に含めているもの及びそうでないものごとに、「参考事項」の項に当該電気通信事業者の数及び契約数の合計数を記載すること。

参　考　事　項

卸先事業者（注２）

各契約者の住所に基づき都道府県別に契約数を計上しているもの

各契約者の住所に基づき都道府県別に契約数を計上していないもの　


